
政
令
第

号

航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
航
空
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

航
空
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
た
だ
し
書
中
「
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
九
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

別
表
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
表
福
井
空
港
に
係
る
項
中
「
航
空
交
通
管
制
圏
及
び
こ
れ
」
を
「
航
空

交
通
情
報
圏
」
に
改
め
る
。

（
航
空
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

航
空
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
中

「

「

法
第
十
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
航
空
機
以
外
の

イ

法
第
十
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で



を

に
、

航
空
機

に
掲
げ
る
航
空
機
以
外
の
航
空
機

」

」

「
二
千
七
百
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
「
三
千
百
七
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
、
「
三
十
七
万
八
千
百
円
」
を
「
四
十
七
万
五
千

八
百
円
」
に
、

「

「

ロ

法
第
十
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

法
第
十
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
航
空
機
（
同
条

を

に
掲
げ
る
航
空
機
（
同
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ

に
、

第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
航
空
機
を
除
く
。
）

」

る
航
空
機
を
除
く
。
）

」

「
五
千
五
百
円
」
を
「
七
千
円
（
電
子
証
明
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
千
九
百
円
）
」
に
、

「

法
第
十
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
航
空
機

三
千
八
百
円
（
電
子
証
明
申
請
の
場
合
に

を

あ
っ
て
は
、
三
千
三
百
五
十
円
）

」

「

ハ

法
第
十
条
第
五
項

飛
行
機

最
大
離
陸
重
量
五
千
七
百

単
発
機

三
百
二
十
七
万
七
百
円
（
電
子
証
明
申
請



第
四
号
に
掲
げ
る
航

キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
二
十
七
万
二

空
機

百
円
）

多
発
機

六
百
五
十
六
万
八
千
六
百
円
（
電
子
証
明

申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
五
十
六

万
八
千
二
百
円
）

最
大
離
陸
重
量
五
千
七
百
キ
ロ
グ

六
百
五
十
六
万
八
千
六
百
円
（
電
子
証
明

ラ
ム
を
超
え
る
も
の

申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
五
十
六

万
八
千
二
百
円
）
に
、
五
千
七
百
キ
ロ
グ

ラ
ム
を
超
え
る
五
千
七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
ご

と
に
四
十
四
万
八
千
九
百
円
を
加
算
し
た

額

回
転
翼

最
大
離
陸
重
量
三
千
百
七

単
発
機

三
百
二
十
八
万
二
百
円
（
電
子
証
明
申
請

航
空
機

十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
二
十
七
万
九



も
の

千
八
百
円
）

多
発
機

六
百
五
十
七
万
七
千
八
百
円
（
電
子
証
明

申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
五
十
七

万
七
千
四
百
円
）

に

最
大
離
陸
重
量
三
千
百
七
十
五
キ

六
百
五
十
七
万
七
千
八
百
円
（
電
子
証
明

ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の

申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
五
十
七

万
七
千
四
百
円
）
に
、
三
千
百
七
十
五
キ

ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
三
千
百
七
十
五
キ
ロ

グ
ラ
ム
ご
と
に
四
十
五
万
五
千
七
百
円
（

電
子
証
明
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四

十
五
万
五
千
六
百
円
）
を
加
算
し
た
額

滑
空
機

動
力
滑
空
機

百
五
十
六
万
千
三
百
円
（
電
子
証
明
申
請

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
五
十
六
万
九
百



円
）

そ
の
他
の
滑
空
機

百
二
十
四
万
四
千
九
百
円
（
電
子
証
明
申

請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
二
十
四
万
四

千
五
百
円
）

飛
行
船

六
百
四
十
一
万
四
千
六
百
円
（
電
子
証
明

申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
四
十
一

万
四
千
二
百
円
）

ニ

法
第
十
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
航
空
機

三
千
八
百
円
（
電
子
証
明
申
請
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
三
千
三
百
五
十
円
）

」

改
め
、
同
表
第
二
号
中

「

「

そ
の
型
式
の
設
計
に
つ
い
て
国
際
民
間
航
空
条
約

イ

そ
の
型
式
の
設
計
に
つ
い
て
国
際
民
間
航
空

の
締
約
国
た
る
外
国
が
型
式
証
明
そ
の
他
の
行
為

を

条
約
の
締
約
国
た
る
外
国
が
型
式
証
明
そ
の
他

に
、



を
し
た
航
空
機

の
行
為
を
し
た
航
空
機

」

」

「
二
千
七
百
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
「
三
千
百
七
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
、
「
五
千
八
百
円
」
を
「
七
千
三
百
円
」
に
、

「

そ
の
他
の
航
空
機

飛
行
機

最
大
離
陸
重
量
五
千
七
百

単
発
機

三
百
八
十
五
万
二
千
二
百
円

を

キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

多
発
機

七
百
七
十
三
万
六
千
九
百
円

」

「

ロ

法
第
二
十
条
第
一

飛
行
機

最
大
離
陸
重
量
五
千
七
百

単
発
機

三
百
六
十
万
二
千
九
百
円
（
電
子
証
明
申

項
第
一
号
の
能
力
に

キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
六
十
万
二

つ
い
て
同
項
の
認
定

千
八
百
円
）

を
受
け
た
者
が
型
式

多
発
機

七
百
三
万
三
千
九
百
円
（
電
子
証
明
申
請

証
明
に
係
る
設
計
及

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
百
三
万
三
千
八

び
設
計
後
の
検
査
を

百
円
）

し
た
航
空
機

最
大
離
陸
重
量
五
千
七
百
キ
ロ
グ

七
百
三
万
三
千
九
百
円
（
電
子
証
明
申
請



ラ
ム
を
超
え
る
も
の

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
百
三
万
三
千
八

百
円
）
に
、
五
千
七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超

え
る
五
千
七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に
四
十

四
万
三
千
三
百
円
を
加
算
し
た
額

回
転
翼

最
大
離
陸
重
量
三
千
百
七

単
発
機

三
百
四
十
四
万
千
八
百
円
（
電
子
証
明
申

航
空
機

十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の

請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
四
十
四
万

も
の

千
七
百
円
）

多
発
機

六
百
七
十
三
万
四
千
七
百
円
（
電
子
証
明

申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
七
十
三

万
四
千
五
百
円
）

に

最
大
離
陸
重
量
三
千
百
七
十
五
キ

六
百
七
十
三
万
四
千
七
百
円
（
電
子
証
明

ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の

申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
七
十
三

万
四
千
五
百
円
）
に
、
三
千
百
七
十
五
キ



ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
三
千
百
七
十
五
キ
ロ

グ
ラ
ム
ご
と
に
四
十
六
万
千
二
百
円
を
加

算
し
た
額

滑
空
機

動
力
滑
空
機

百
六
十
一
万
六
千
八
百
円
（
電
子
証
明
申

請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
六
十
一
万
六

千
七
百
円
）

そ
の
他
の
滑
空
機

百
三
十
万
四
百
円
（
電
子
証
明
申
請
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
百
三
十
万
三
百
円
）

飛
行
船

六
百
七
十
万
四
千
三
百
円
（
電
子
証
明
申

請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
七
十
万
四

千
二
百
円
）

ハ

そ
の
他
の
航
空
機

飛
行
機

最
大
離
陸
重
量
五
千
七
百

単
発
機

三
百
八
十
五
万
二
千
二
百
円

キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

多
発
機

七
百
七
十
三
万
六
千
九
百
円

」



、
「
三
十
七
万
五
千
八
百
円
」
を
「
四
十
七
万
二
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

法
第
十

イ

国
土
交

法
第
二
十

飛
行
機

最
大
離
陸
重
量

単
発
機

四
万
六
千
五
百
円
（
電
子
情
報
処

(1)

六
条
第
一

通
省
令
で

条
第
一
項
第

五
千
七
百
キ
ロ

理
組
織
に
よ
り
検
査
を
申
請
す
る

項
の
修
理

定
め
る
大

一
号
の
能
力

グ
ラ
ム
以
下
の

場
合
（
以
下
「
電
子
検
査
申
請
の

改
造
検
査

修
理
又
は

に
つ
い
て
同

も
の

場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は

を
受
け
よ

大
改
造
を

項
の
認
定
を

、
四
万
六
千
四
百
円
）

う
と
す
る

す
る
場
合

受
け
た
者
が

多
発
機

九
万
二
千
五
百
円

者

修
理
改
造
検

最
大
離
陸
重
量
五
千
七

九
万
二
千
五
百
円
に
、
五
千
七
百

査
に
係
る
設

百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
五
千
七
百

計
及
び
設
計

る
も
の

キ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に
一
万
円
を
加

後
の
検
査
を

算
し
た
額

し
た
航
空
機

回
転
翼

最
大
離
陸
重
量

単
発
機

四
万
六
千
九
百
円

航
空
機

三
千
百
七
十
五

多
発
機

九
万
三
千
円
（
電
子
検
査
申
請
の



キ
ロ
グ
ラ
ム
以

場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
二
千
九

下
の
も
の

百
円
）

最
大
離
陸
重
量
三
千
百

九
万
三
千
円
（
電
子
検
査
申
請
の

七
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
二
千
九

超
え
る
も
の

百
円
）
に
、
三
千
百
七
十
五
キ
ロ

グ
ラ
ム
を
超
え
る
三
千
百
七
十
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に
五
千
三
百
円

を
加
算
し
た
額

滑
空
機

動
力
滑
空
機

五
万
四
千
円
（
電
子
検
査
申
請
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
万
三
千
九

百
円
）

そ
の
他
の
滑
空
機

五
万
三
千
円

飛
行
船

九
万
千
百
円
（
電
子
検
査
申
請
の



場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
千
円
）

そ
の
他
の

飛
行
機

最
大
離
陸
重
量

単
発
機

四
万
八
千
八
百
円

(2)
航
空
機

五
千
七
百
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
下
の

多
発
機

九
万
六
千
三
百
円

も
の

最
大
離
陸
重
量
五
千
七

九
万
六
千
三
百
円
に
、
五
千
七
百

百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
五
千
七
百

る
も
の

キ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に
一
万
千
百
円

を
加
算
し
た
額

回
転
翼

最
大
離
陸
重
量

単
発
機

四
万
九
千
三
百
円

航
空
機

三
千
百
七
十
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
以

多
発
機

九
万
六
千
八
百
円

下
の
も
の



最
大
離
陸
重
量
三
千
百

九
万
六
千
八
百
円
に
、
三
千
百
七

七
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
三
千

超
え
る
も
の

百
七
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に
六

千
百
円
を
加
算
し
た
額

滑
空
機

動
力
滑
空
機

五
万
七
千
三
百
円

そ
の
他
の
滑
空
機

五
万
五
千
九
百
円

飛
行
船

九
万
五
千
九
百
円

ロ

そ
の
他

法
第
二
十

飛
行
機

最
大
離
陸
重
量

単
発
機

三
万
九
千
九
百
円
（
電
子
検
査
申

(1)

の
修
理
又

条
第
一
項
第

五
千
七
百
キ
ロ

請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
万
九

は
改
造
を

一
号
の
能
力

グ
ラ
ム
以
下
の

千
八
百
円
）

す
る
場
合

に
つ
い
て
同

も
の

多
発
機

五
万
二
千
七
百
円

項
の
認
定
を

最
大
離
陸
重
量
五
千
七

五
万
二
千
七
百
円
に
、
五
千
七
百

受
け
た
者
が

百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
五
千
七
百



修
理
改
造
検

る
も
の

キ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に
千
三
百
円
を

査
に
係
る
設

加
算
し
た
額

計
及
び
設
計

回
転
翼

最
大
離
陸
重
量

単
発
機

四
万
三
百
円

後
の
検
査
を

航
空
機

三
千
百
七
十
五

し
た
航
空
機

キ
ロ
グ
ラ
ム
以

多
発
機

五
万
三
千
二
百
円

下
の
も
の

最
大
離
陸
重
量
三
千
百

五
万
三
千
二
百
円
に
、
三
千
百
七

七
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
三
千

超
え
る
も
の

百
七
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に
五

百
九
十
円
（
電
子
検
査
申
請
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
五
百
六
十
円
）

を
加
算
し
た
額

滑
空
機

動
力
滑
空
機

四
万
九
千
二
百
円



そ
の
他
の
滑
空
機

四
万
八
千
三
百
円
（
電
子
検
査
申

請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
八

千
二
百
円
）

飛
行
船

五
万
千
三
百
円
（
電
子
検
査
申
請

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
万
千
二

百
円
）

そ
の
他
の

飛
行
機

最
大
離
陸
重
量

単
発
機

四
万
二
千
二
百
円

(2)
航
空
機

五
千
七
百
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
下
の

多
発
機

五
万
六
千
五
百
円

も
の

最
大
離
陸
重
量
五
千
七

五
万
六
千
五
百
円
に
、
五
千
七
百

百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
五
千
七
百

る
も
の

キ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に
千
四
百
円
を



加
算
し
た
額

回
転
翼

最
大
離
陸
重
量

単
発
機

四
万
二
千
七
百
円

航
空
機

三
千
百
七
十
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
以

多
発
機

五
万
七
千
円

下
の
も
の

最
大
離
陸
重
量
三
千
百

五
万
七
千
円
に
、
三
千
百
七
十
五

七
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
三
千
百
七

超
え
る
も
の

十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に
五
百
九

十
円
（
電
子
検
査
申
請
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
五
百
六
十
円
）
を
加

算
し
た
額

滑
空
機

動
力
滑
空
機

五
万
二
千
六
百
円

そ
の
他
の
滑
空
機

五
万
千
百
円



飛
行
船

五
万
六
千
百
円

別
表
第
一
第
五
号
中

「

「

初
め
て
認
定
を
申
請
す
る
場
合

イ

初
め
て
認
定
を
申
請
す
る
場
合

を

に
改
め
る
。

そ
の
他
の
場
合

ロ

そ
の
他
の
場
合

」

」

別
表
第
二
第
一
号
中
「
二
千
七
百
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
「
三
千
百
七
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
、
「
八
千
九
百
円
（
電
子

情
報
処
理
組
織
に
よ
り
証
明
又
は
検
査
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
千
八
百
円
）
」
を
「
一
万
千
二
百
円
」
に
改
め

る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
二
条
第
十
六
項
」
を
「
第
二
条
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。

一

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
五
十
六
条
の
三
十
九

二

税
関
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十
四
号
）
第
一
条

三

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
）
第
十
三
条
第
五
項
第



二
号

四

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
九
項

五

所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
二
号
イ

六

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号

七

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
第
三
条
第
四
十
二
号
ホ

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
航
空
交
通
管
制
部
の
名
称
、
位
置
及
び
所
掌
事
務
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

２

各
航
空
交
通
管
制
部
は
、
そ
の
管
轄
区
域
に
応
じ
、
法
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。
た
だ
し
、

空
域
に
お
け
る
航
空
交
通
及
び
気
象
の
状
況
を
考
慮
し
た
飛
行
経
路
の
設
定
、
交
通
量
の
監
視
及
び
調
整
そ
の
他
の
航
空

交
通
の
管
理
に
関
す
る
事
務
は
、
そ
の
全
部
を
福
岡
航
空
交
通
管
制
部
が
分
掌
す
る
。



第
二
百
二
十
条
第
一
項
中
「
各
航
空
交
通
管
制
部
に
、
」
を
「
福
岡
航
空
交
通
管
制
部
に
次
長
二
人
を
、
東
京
航
空
交
通

管
制
部
及
び
那
覇
航
空
交
通
管
制
部
に
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
福
井
空
港
に
つ
い
て
、
航
空
交
通
情
報
圏
に
接
続
す
る
進
入
管
制
区
に

係
る
進
入
管
制
業
務
を
防
衛
庁
長
官
に
委
任
す
る
こ
と
と
す
る
等
関
係
政
令
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
等
の
必
要

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


